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㈢

催
告
解
除
と
給
付
の
受
戻
し

催
告
解
除
に
つ
い
て
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
は
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
債
務
者
の
遅
滞
を
要
件

と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
同
条
は
、
債
務
者
が
い
ま
だ
給
付
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
に
よ
っ

て
何
ら
か
の
給
付
｜

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
契
約
に
従
っ
た
給
付
で
は
な
い
が

｜
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
条
の
適
用
は
問
題
と
な

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
適
用
が
ま
っ
た
く
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。

ア

一
部
給
付

た
と
え
ば
、
債
務
者
に
よ
っ
て
給
付
の
一
部
し
か
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
適
用
さ

60
）

れ
た
。
債
務
者
が

給
付
の
一
部
し
か
履
行
し
な
い
場
合
に
、
債
権
者
は
、
未
履
行
部
分
の
給
付
の
た
め
に
相
当
な
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
期

間
内
に
給
付
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
債
権
者
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
に
基
づ
く
権
利
が
与
え
ら

61
）

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
債
権
者

は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
未
履
行
の
給
付
部
分
に
つ
い
て
だ
け
行
使
す
る
こ
と
が
で

62
）

き
た
。
一
部
給
付
の
事
案
に
お
い
て
、
債
権
者
は
、
催

告
解
除
に
よ
っ
て
、
契
約
全
体
を
解
除
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
な
さ
れ
た
一
部
給
付
を
債
務
者
に
受
戻
し
て
、
自
己
の
反
対
給
付
義
務

か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
る
い
は
自
己
が
し
た
反
対
給
付
全
部
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
部
給
付
の
事
案
に
お
い
て
、
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債
権
者
が
契
約
全
体
を
解
除
す
る
た
め
に
は
、
な
さ
れ
た
一
部
給
付
が
債
権
者
に
と
っ
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
利

益
消
滅
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
三
文
、
旧
三
二
五
条
一
項
二
文
）。

な
お
、
一
部
給
付
が
債
権
者
に
と
っ
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
か
否
か
は
、
債
権
者
が
契
約
の
一
部
の
実
行
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る

か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
一
部
給
付
に
対
し
て
そ
れ
に
応
じ
て
縮
減
さ
れ
た
反
対
給
付
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
か

否
か
に
従
っ
て
判
断
さ

63
）

れ
た
。
そ
の
際
、
契
約
目
的
が
重
視
さ

64
）

れ
た
。
そ
し
て
、
債
権
者
が
一
部
給
付
で
は
も
は
や
契
約
目
的
を
実
現
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
一
部
し
か
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
や
、
給
付
目
的
物
を
他
か
ら
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
に
利
益
消
滅
が
認
め
ら

65
）

れ
た
。
た
と
え
ば
、
電
子
デ
ー
タ
処
理
セ
ン
タ
ー
（E

D
V
-A
nlage

）
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
契
約
で
予

定
さ
れ
て
い
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
利
益
消
滅
が
認
め
ら
れ
て

66
）

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
部
給
付
の
事
案
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
の
適
用
そ
れ
自
体
は
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、

そ
れ
で
も
、
催
告
解
除
に
よ
る
契
約
全
体
の
清
算
や
な
さ
れ
た
一
部
給
付
の
受
戻
し
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り

で
は
、
同
条
に
基
づ
く
期
間
設
定
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
給
付
に
つ
い
て
だ
け
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
す
で
に
な
さ
れ
た

給
付
に
つ
い
て
は
、
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

イ

不
完
全
給
付

改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
の
も
と
で
は
、
売
買
契
約
に
お
け
る
不
完
全
給
付
に
つ
い
て
の
法
状
況
は
複
雑
で
あ
っ
た
。
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⒜

物
の
瑕
疵

ⅰ

特
定
物
売
買

特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
、
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
き
は
、
も
っ
ぱ
ら
売
買
法
の
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
た
。
売
買
契

約
の
目
的
物
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
九
条
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
と

67
）

き
は
、
買
主
は
、
売
買
の
解
消
（
解
除
（W

andelung

））
ま
た
は
売
買
代

金
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六

68
）

二
条
）。
買
主
は
、
解
除
（W

andelung

）
に
基
づ
い
て
瑕
疵
あ
る
給
付
を

売
主
に
受
戻
し
、
ま
た
、
買
主
が
す
で
に
売
買
代
金
を
売
主
に
支
払
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
代
金
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

た
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
七
条
、
旧
三
四

69
）

六
条
）。

も
っ
と
も
、
物
の
瑕
疵
が
軽
微
な
（unerheblich

）
場
合
に
は
、
解
除
（W

andelung

）
や
売
買
代
金
の
減
額
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

（
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
九
条
一
項
二
文
）。
そ
の
た
め
、
解
除
（W

andelung

）
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
契
約
全
体
の
清
算
は
、
物
の
瑕
疵

が
軽
微
で
な
い
（nicht unerheblich

）
場
合
に
認
め
ら
れ
た
。

な
お
、
物
の
価
値
ま
た
は
適
性
の
減
少
、
す
な
わ
ち
、
瑕
疵
が
軽
微
（unerheblich

）
で
あ
る
か
否
か
は
、
個
々
の
事
案
の
諸
事
情
お

よ
び
取
引
観
念
に
従
っ
て
、
瑕
疵
に
よ
っ
て
物
の
価
値
や
適
性
が
ど
の
程
度
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ

70
）

れ
た
。
そ
の
判
断
に

当
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
使
用
目
的
が
重
視
さ

71
）

れ
た
。
瑕
疵
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
わ
ず
か
な
労
力
や
費
用
で
瑕
疵
を
除
去
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
瑕
疵
は
軽
微
な
も
の
と
さ

72
）

れ
た
。
た
と
え
ば
、
四
〇
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
で
売
却
さ
れ
た
家
屋
が
カ
ミ
キ
リ
ム

シ
被
害
に
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
六
五
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
で
除
去
で
き
る
と
き
は
、
そ
れ
は
軽
微
な
瑕
疵
で
あ
る
と
さ
れ
て

73
）

い
る
。

も
っ
と
も
、
軽
微
な
瑕
疵
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
除
去
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
瑕
疵
は
軽
微
で

な
く
な
る
こ
と
も

74
）

あ
る
。

ま
た
、
一
部
給
付
の
事
案
に
お
け
る
利
益
消
滅
の
判
断
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
九
条
一
項
二
文
に
お
け
る「
軽
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微
な
瑕
疵
」
は
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

75
）

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
同
条
項
に
よ
れ
ば
、
物
の
瑕
疵
が
軽
微
で
あ
る
場

合
に
は
、
買
主
は
、
担
保
責
任
に
基
づ
く
請
求
権
を
有
さ
ず
、
そ
の
結
果
、
解
除
（W

andelung

）
の
権
利
だ
け
で
な
く
、
売
買
代
金
の

減
額
請
求
権
も
有
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
軽
微
な
瑕
疵
と
い
う
概
念
は
、「
裁
判
官
は
さ
さ
い
な
こ
と

は
考
慮
し
な
い
（de m

inim
is non curat praetor

）」
と
い
う
原
則
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て

76
）

い
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
特
定
物
の
売
買
に
お
い
て
、
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
適
用
は
問
題
と
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
売
主
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
を
給
付
し
た
場
合
（aliudliefer-

ung,F
alschlieferung

）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
製
造
番
号
、
車
体
番
号
お
よ
び
製
造
所
番
号
を
詳
細
に
表
示
し
て
な
さ
れ
た
中
古
車
の

売
買
に
お
い
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
自
動
車
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
は
、
瑕
疵
あ
る
自
動
車
の
給
付
で
は
な
く
、
義
務
づ
け
ら

れ
た
自
動
車
と
は
異
な
る
自
動
車
の
給
付
で
あ
る
と
さ
れ
て

77
）

い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
九
条
以
下
の
規
定
は
適
用
さ

れ
ず
、
履
行
請
求
権
は
存
続
し
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
〇
条
以
下
の
給
付
障
害
に
関
す
る
一
般
規
定
が
適
用
さ

78
）

れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
買
主

は
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
の
給
付
の
受
領
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
拒
絶
し
て
も
受
領
遅
滞
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ⅱ

種
類
物
売
買

種
類
物
の
売
買
に
お
い
て
、
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
解
除
（W

andelung

）
ま
た
は
減
額
に
代
え
て
、
瑕
疵
あ
る
物
に
代
え

て
瑕
疵
の
な
い
物
を
請
求
す
る
権
利
が
買
主
に
認
め
ら
れ
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
八
〇
条
一
項

79
）

一
文
）。
も
っ
と
も
、
買
主
が
追
完
請
求
権

を
行
使
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
売
主
が
追
完
を
し
な
い
場
合
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
の

対
立
が
あ
っ
た
。
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少
数
説
は
、
追
完
請
求
権
だ
け
が
認
め
ら
れ
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て

80
）

い
た
。
論
者
は
、
以
下
の
よ
う
に

説
く
。

瑕
疵
あ
る
物
の
引
渡
に
よ
っ
て
履
行
が
な
さ
れ
、
目
的
物
は
特
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
に
、
買
主
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
基

づ
く
権
利
だ
け
を
、
す
な
わ
ち
、
解
除
（W

andelung

）
と
減
額
だ
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
を
行

使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
特
定
物
の
買
主
よ
り
も
種
類
物
の
買
主
を
不
当
に
有
利
な
地
位

に
置
く
こ
と
と

81
）

な
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
八
〇
条
一
項
二
文
が
ド

イ
ツ
民
法
旧
三
四
八
条
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
の
帰
結
で

82
）

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
八
〇
条
一
項
二
文
は
、
ド
イ
ツ
民

法
旧
四
六
七
条
一
文
を
準
用
し
て
い
る
が
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
八
条
が
解
除
（W

andelung

）
に
準
用

83
）

さ
れ
、
こ
の

規
定
の
反
対
解
釈
か
ら
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
は
追
完
請
求
権
に
は
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
通
説
の
よ
う
に
、
解

除
（W

andelung

）
や
減
額
の
請
求
に
よ
っ
て
特
定
が
生
じ
、
担
保
責
任
に
基
づ
く
請
求
権
が
発
生
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
担
保
責
任
に

基
づ
く
請
求
権
は
、
そ
の
発
生
前
に
消
滅
時
効
に
か
か
る
と
い
う
お
か
し
な
結
論
に

84
）

至
る
。

こ
の
よ
う
な
少
数
説
に
対
し
て
、
支
配
的
な
見
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
は
追
完
請
求
権
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
て

85
）

い
た
。

瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
、
買
主
が
追
完
請
求
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
目
的
物
は
特
定
せ
ず
、
履
行
請
求
権
は

存
続

86
）

す
る
。
そ
し
て
、
追
完
請
求
権
は
、
こ
の
請
求
権
に
代
わ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
少
数
説
の
よ
う
に
、
買
主
が
瑕
疵
あ
る
物

を
受
領
し
た
場
合
に
は
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
四
条
と
も
一
致
し

87
）

な
い
。

さ
ら
に
、
買
主
は
、
通
常
、
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
後
に
初
め
て
瑕
疵
を
知
る
こ
と
が

88
）

で
き
、
も
し
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
適
用
さ
れ

な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
買
主
は
、
解
除
（W

andelung

）
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
と

89
）

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
売
主
が
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条

に
基
づ
く
請
求
権
を
危
惧
し
な
い
な
ら
ば
、
買
主
は
、
売
主
の
追
完
給
付
の
懈
怠
を
防
止
す
る
有
効
な
手
段
を
持
た
な
い
こ
と
と
な
る
か
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ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
旧
法
の
も
と
で
は
、
種
類
物
の
売
買
に
お
い
て
、
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
の
追
完
請
求
権
に
ド
イ
ツ
民
法

旧
三
二
六
条
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
支
配
的
な
見
解
は
、
追
完
請
求
権
へ
の
同
条
の
適
用
を
肯
定

し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
買
主
の
追
完
請
求
権
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
議
論
の
本
質
は
、
買
主
が
同

条
に
従
っ
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
買
主
が
利
益
の
な
い
解
除
（W

andelung

）
の

み
に
と
ど
ま
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ

90
）

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
追
完
請
求
権
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て

も
、
そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
催
告
解
除
に
基
づ
く
契
約
全
体
の

清
算
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
種
類
物
の
売
買
に
お
い
て
、
瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
買

主
は
、
契
約
を
解
除
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
受
領
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

91
）

あ
る
。

ま
た
、
特
定
物
の
売
買
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
は
異
な
る
物

が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
が
区
別
さ

92
）

れ
る
。
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
履
行
請
求
権
は
何
ら
影
響
を
受

け

93
）

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
八
〇
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
一
般
の
給
付
障
害
法
に
関
す
る
規
定

が
適
用
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
買
主
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
の
給
付
の
受
領
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で

94
）

き
た
。

⒝

権
利
の
瑕
疵

売
却
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
権
利
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
売
主
が
他
人
の
所
有
物
を
売
却
し
た
場
合
に
、
売
主
が
所
有
者

か
ら
そ
の
物
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
買
主
に
所
有
権
を
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
や
、
購
入
し
た
不
動
産
に

第
三
者
の
物
権
が
存
在
し
た
場
合
に
、
売
主
が
負
担
の
な
い
所
有
権
を
買
主
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
買
主
は
、
売
主
に
対
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し
て
如
何
な
る
権
利
を
有
す
る
の
か
。

ド
イ
ツ
民
法
旧
四
四
〇
条
一
項
に
よ

95
）

れ
ば
、
権
利
の
瑕
疵
に
お
い
て
、
買
主
の
権
利
は
、
一
般
的
な
給
付
障
害
法
の
規
定
に
従
っ
て
決

定
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
買
主
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
五
条
、
旧
三
二
六
条
の
要
件
の
も
と
で
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し

た
り
、
契
約
を
解
除
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
通
常
、
一
部
不
履
行
が
存
在
す
る
に
す
ぎ

96
）

な
い
。
し

た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
五
条
一
項
二
文
、
旧
三
二
六
条
一
項
三
文
が
考
慮
さ
れ
、
買
主
は
、
な
さ
れ
た
給
付
が
自
己
に
と
っ
て

何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
場
合
に
だ
け
、
契
約
全
体
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

⒞

付
随
義
務
の
違
反
（
積
極
的
債
権
侵
害
（D

ie positive F
orderungsverletzung

））

改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
給
付
障
害
法
は
、
不
能
と
遅
滞
を
中
心
に
構
築
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典

は
、
不
能
で
も
遅
滞
で
も
な
い
債
務
者
の
義
務
違
反
に
関
し
て
明
文
の
規
定
を
有
さ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
判
例
・
学
説
は
、
早
く
か

ら
不
完
全
履
行
の
一
類
型
と
し
て
、
積
極
的
債
権
侵
害
（D

ie positive F
orderungsverletzung

）
あ
る
い
は
積
極
的
契
約
侵
害
（D

ie
 

positive V
ertragsverletzung

）
に
基
づ
く
債
務
者
の
責
任
を
肯
定
し
て

97
）

い
た
。
そ
し
て
、
債
務
者
の
付
随
義
務
の
違
反
は
、
こ
の
積

極
的
債
権
侵
害
の
主
た
る
適
用
事
例
と
し
て
理
解
さ
れ
て

98
）

い
た
。

債
務
者
が
付
随
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
原
則
と
し
て
、
本
来
の
債
務
の
履
行
と
と
も
に
付
随
義
務
の
違
反
に
よ
っ

て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

99
）

き
た
。
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
債
権
者
は
、
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
を
請
求
し
た
り
、
契
約
全
体
を
解
除
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
（
一
九
五
三
年
一
一
月
一
三
日
判
決
）
は
、
原
告
が
被
告
と
の
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
に
従
っ
て
汽
船
を
期
限
ま

で
に
被
告
に
提
供
し
た
が
、
被
告
が
船
積
み
を
延
期
し
、
そ
の
た
め
、
原
告
が
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
を
契
約
ど
お
り
に
履
行
す
る
こ
と
が
で
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き
な
い
と
憂
慮
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
原
告
の
汽
船
の
引
き
戻
し
お
よ
び
チ
ャ
ー
タ
ー
契
約
の
不
履
行
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
認

100
）

め
た
。

有
責
な
債
権
侵
害
が
民
法
典
に
規
律
さ
れ
た
特
別
の
要
件
で
あ
る
給
付
の
不
能
お
よ
び
遅
滞
に
至
ら
ず
、
か
つ
損
害
が
履
行
利
益
を
超

え
な
い
限
り
、
こ
の
損
害
は
、
ド
イ
ツ
民
法
（
旧
）
二
四
九
条
以
下
に
従
っ
て
賠
償
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
反
対
給
付
に
依
存

し
な
い
片
務
的
な
義
務
だ
け
で
な
く
、
双
務
契
約
に
も
当
て
は
ま
る
…
…
。
し
か
し
な
が
ら
、
双
務
契
約
に
お
い
て
、
侵
害
さ
れ
た
契
約

当
事
者
は
、「
消
極
的
」
利
益
（
信
頼
利
益
ま
た
は
清
算
利
益
）
に
か
か
る
損
害
の
主
張
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
積
極

的
契
約
侵
害
に
よ
っ
て
害
さ
れ
た
契
約
当
事
者
は
、
あ
る
要
件
の
も
と
で
さ
ら
な
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
権
利
は
、

た
し
か
に
内
容
的
に
は
ド
イ
ツ
民
法
（
旧
）
三
二
五
条
、（
旧
）
三
二
六
条
に
基
づ
く
権
利
に
相
応
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
法
律
上
の
原

因
は
、
結
局
、
ド
イ
ツ
民
法
（
旧
）
二
四
二
条
に
あ
る
。「
積
極
的
契
約
侵
害
」
に
よ
っ
て
契
約
目
的
が
危
殆
化
さ
れ
、
事
案
の
あ
ら
ゆ
る

事
情
の
考
慮
の
も
と
で
信
義
誠
実
に
従
っ
て
契
約
の
存
続
お
よ
び
契
約
に
従
っ
て
義
務
を
負
う
給
付
の
実
行
が
契
約
に
誠
実
な
当
事
者
に

期
待
さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
契
約
の
履
行
を
拒
絶
し
、
選
択
に
従
っ
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
、
つ
ま
り
、
｜
「
積
極
的
」

｜

履
行
利
益
を
請
求
し
、
ま
た
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
そ
の
後
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
、
債
務
者
が
有
責
に
契
約
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場

合
に
、
そ
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
契
約
目
的
が
危
殆
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
債
権
者
を
契
約
に
拘
束
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
な
い
と
き
は
、

債
権
者
は
、
積
極
的
債
権
侵
害
に
基
づ
い
て
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
ま
た
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
法
理
が
形
成
さ

101
）

れ
た
。
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な
お
、
契
約
へ
の
拘
束
が
債
権
者
に
期
待
さ
れ
な
い
か
否
か
は
、
上
述
の
判
例
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
事
案
の
諸
事
情
を
考

慮
し
て
信
義
誠
実
に
従
っ
て
判
断
さ

102
）

れ
た
。
と
は
い
え
、
契
約
の
拘
束
へ
の
期
待
不
可
能
性
は
、
そ
の
表
現
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

結
論
に
お
い
て
は
、
一
部
不
能
や
一
部
給
付
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
五
条
一
項
二
文
や
旧
三
二
六
条
一
項
三
文
の
利
益
消
滅
と
異

な
ら
な
い
と
さ
れ
て

103
）

い
た
。
た
と
え
ば
、
債
務
者
が
真
摯
か
つ
最
終
的
に
履
行
を
拒
絶
す
る

104
）

場
合
、
商
業
地
の
買
主
が
合
意
に
反
し
て
そ

の
土
地
を
投
機
目
的
で
利
用
し
た

105
）

場
合
、
土
地
の
買
主
が
売
主
に
認
め
ら
れ
て
い
た
居
住
権
を
危
殆
化
し
た

106
）

場
合
、
債
務
者
が
給
付
を
繰

り
返
し
著
し
く
遅
延
し
た

107
）

場
合
、
あ
る
い
は
当
事
者
の
一
方
が
継
続
的
取
引
に
お
い
て
突
如
合
意
に
反
し
て
現
金
払
い
を
要
求
し
、
手
形

割
引
に
よ
る
さ
ら
な
る
信
用
供
与
を
拒
絶
し
た

108
）

場
合
な
ど
に
契
約
目
的
の
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
解
除
法
に
関
す
る
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
混
乱
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
従
来
の

支
配
的
な
見
解
は
、
債
権
者
が
付
随
義
務
の
違
反
に
基
づ
い
て
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
り
、
契
約
全
体
を

解
除
し
た
り
す
る
た
め
に
、給
付
拒
絶
の
威
嚇
を
伴
う
期
間
設
定（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
参
照
）を
要
件
と
し
て
い
な
か
っ

109
）

た
が
、

そ
の
後
の
支
配
的
な
見
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
一
文
の
類
推
に
よ
っ
て
、
原
則
と
し
て
給
付
拒
絶
の
威
嚇
を
伴
う
期
間
設

定
を
要
求
し
た
の
で

110
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
（
一
九
七
六
年
一
一
月
一
〇
日
判
決
）
は
、
待
降
節
の
シ
ュ
ト
レ
ン
（A

dventsstollen

）
の
売
買
に
お
い
て
、

実
際
に
供
給
さ
れ
た
シ
ュ
ト
レ
ン
が
契
約
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
買
主
が
売
主
に
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠

償
を
請
求
し
た
事
案
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

111
）

べ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
｜

上
述
し
た
よ
う
に
｜

判
例
お
よ
び
学
説
に
お
け
る
統
一
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
継
続
的
な
供
給
契
約
に
お
い
て
、
売

主
が
有
責
な
契
約
違
反
行
為
に
よ
っ
て
取
引
の
目
的
や
そ
の
支
障
の
な
い
実
行
を
は
な
は
だ
し
く
危
殆
化
し
、
契
約
へ
の
拘
束
を
買
主
に
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ま
っ
た
く
期
待
で
き
な
い
限
り
、
買
主
は
、
さ
ら
な
る
契
約
の
実
行
を
断
念
し
、
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
…
…
。
学
説
に
お
い
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
一
般
的
に
主
張
さ
れ
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
案
に

お
い
て
、
通
常
、
期
間
の
徒
過
後
履
行
を
拒
絶
す
る
と
い
う
威
嚇
を
伴
っ
た
あ
ら
か
じ
め
の
期
間
設
定
（
ド
イ
ツ
民
法
（
旧
）
三
二
六
条

一
項
参
照
）
は
必
要
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
、
そ
の
一
般
化
に
お
い
て
誤
り
で
あ
る
…
…
。
む
し
ろ
、
次
の
原
則
か
ら
出

発
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
相
手
方
の
有
責
な
契
約
違
反
が
非
難
さ
れ
る
限
り
、
契
約
当
事
者
の
一
方
が
継
続
的
な
供
給
契
約

か
ら
解
放
さ
れ
る
場
合
に
も
ド
イ
ツ
民
法
（
旧
）
三
二
六
条
が
類
推
適
用
さ
れ
る
。
受
領
拒
絶
の
威
嚇
を
伴
う
期
間
設
定
の
義
務
は
、
こ

の
期
間
設
定
が
さ
ら
な
る
契
約
違
反
行
為
の
効
果
を
契
約
相
手
方
に
再
度
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
せ
る
、と
い
う
考
慮
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
期
間
設
定
は
、
｜

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
利
益
消
滅
の
事
案
（
ド
イ
ツ
民
法
（
旧
）
三
二
六
条
二
項
）
や
契
約
相
手

方
の
履
行
拒
絶
の
事
案
を
別
と
す
れ
ば
｜

信
頼
の
基
礎
が
す
で
に
最
終
的
に
破
壊
さ
れ
、
こ
の
理
由
か
ら
契
約
へ
の
拘
束
を
契
約
に
誠

実
な
当
事
者
に
も
は
や
期
待
し
え
な
い
場
合
に
だ
け
必
要
な
い
。
他
方
、
契
約
に
違
反
し
た
当
事
者
が
設
定
さ
れ
た
期
間
内
に
そ
の
義
務

を
履
行
し
、
そ
の
た
め
、
両
当
事
者
の
利
益
の
適
切
な
評
価
に
お
い
て
信
頼
の
基
礎
が
回
復
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
さ
ら
な

る
契
約
の
実
行
は
、
通
常
、
期
待
さ
れ
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
ま
も
な
く
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
新
車
の
売
主
が
そ
の
パ
ー
ツ
を
中
古
の
パ
ー
ツ
と
取
り
替
え
た
こ
と
に
基
づ

い
て
契
約
全
体
の
解
除
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
も
、
期
間
設
定
お
よ
び
そ
の
期
間
の
徒
過
を
要
求
し
た
の
で

112
）

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
九
七
六
年
判
決
に
お
い
て
、
期
間
設
定
の
根
拠
を
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
類

推
に
求
め
た
が
、
積
極
的
債
権
侵
害
に
基
づ
く
契
約
全
体
の
解
除
の
根
拠
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
九
五
三
年
判
決
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
五
条
、
旧
三
二
六
条
と
の
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
二
四
二
条
、
す
な
わ
ち
、
信
義
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則
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
積
極
的
債
権
侵
害
に
基
づ
く
契
約
全
体
の
解
除
に
お
け
る
期
待
不
可
能
性
の
判
断
と
一
部
給
付
に
お
け
る

契
約
全
体
の
解
除
に
お
け
る
利
益
消
滅
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
三
文
、
旧
三
二
五
条
一
項
二
文
）
の
判
断
と
の
類
似
性
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
九
七
六
年
判
決
に
反
し
て
、
積
極
的
債
権
侵
害
に
基
づ
く
契
約
全
体
の
解
除

に
つ
い
て
、
債
権
者
に
よ
る
期
間
の
設
定
は
そ
も
そ
も
問
題
と
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
付
随
義
務
の
違
反
に
お
い
て
、
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
や
契
約
全
体
を
解
除
す
る
た
め
に
、
か
り

に
期
間
設
定
や
そ
の
期
間
の
徒
過
を
要
す
る
と
し
て
も
、
付
随
義
務
の
違
反
に
お
け
る
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
や

契
約
全
体
の
解
除
に
と
っ
て
期
間
設
定
や
そ
の
期
間
の
徒
過
が
重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
債
務
者
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
契

約
目
的
が
危
殆
化
さ
れ
、
契
約
へ
の
拘
束
が
債
権
者
に
期
待
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で

113
）

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
付
随
義

務
の
違
反
に
お
い
て
、
契
約
全
体
の
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
り
、
契
約
全
体
を
解
除
し
た
り
す
る
た
め
に
期
間
設
定
や

そ
の
期
間
の
徒
過
が
要
求
さ
れ
る
と
し
て
も
、
期
間
設
定
や
そ
の
期
間
の
徒
過
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
契
約
全
体
の
清
算
が
認
め
ら
れ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㈣

催
告
解
除
と
債
権
者
の
反
対
給
付

以
上
の
よ
う
に
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
の
も
と
で
は
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
け
る
離
脱
と
同
じ
く
、
催
告
解
除
に
よ
る
な
さ
れ

た
給
付
の
受
戻
し
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
典
に
お
い
て
未
解
決

の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
た
、
解
除
に
基
づ
く
各
当
事
者
の
給
付
の
返
還
義
務
を
明
文
上
認
め
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四

114
）

六
条
）。
そ
し
て
、
こ

の
効
果
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
に
基
づ
く
解
除
に
も
認
め
ら
れ
た
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
七
条
）。
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し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
解
除
と
債
権
者
の
反
対
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
に
つ
い
て
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

一
部
の
学
説
は
、
債
権
者
が
契
約
上
の
反
対
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
解
除
の
意
思
表
示
を
要
す
る
と
し
て

115
）

い
た
。
論
者
は

次
の
よ
う
に
説
く
。

債
権
者
の
反
対
給
付
義
務
は
、
債
権
者
に
よ
っ
て
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
で
は
消
滅
せ
ず
、
債
権
者
が
ド
イ
ツ
民
法

旧
三
二
六
条
に
定
め
ら
れ
た
権
利
を
選
択
す
る
ま
で
単
に
そ
の
実
行
が
妨
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ

116
）

な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
二
文

後
段
は
、
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
履
行
請
求
権
だ
け
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
条
項
か
ら
、
債
権
者
の
反
対
給
付
義

務
も
消
滅
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
帰
結
さ
れ

117
）

な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
支
配
的
な
見
解
は
、
債
務
者
の
給
付
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
双
務
契
約
に
お
け
る
両
給
付
義
務
の
牽
連
性
に

基
づ
い
て
債
権
者
の
反
対
給
付
義
務
も
そ
の
時
点
に
お
い
て
自
動
的
に
消
滅
す
る
と
し
て

118
）

い
た
。
そ
の
た
め
、
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、

契
約
を
解
除
し
な
く
て
も
、
給
付
の
不
能
や
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
し
、
そ
の
結
果
、
債
権
者

の
反
対
給
付
義
務
も
消
滅
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
当
事
者
が
ま
だ
給
付
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
解
除
は
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た

の
で

119
）

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
支
配
的
な
見
解
に
よ
っ
て
も
、
解
除
は
、
ま
っ
た
く
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
債
権
者
が
自
己
の
反
対
給

付
を
す
で
に
行
っ
て
い
た
場
合
に
、
な
さ
れ
た
給
付
を
返
還
す
る
義
務
に
変
え
る
効
果
（
形
成
効
）
を
有
し
て
い
た
の
で

120
）

あ
る
。

さ
ら
に
、
解
除
に
基
づ
く
反
対
給
付
の
返
還
請
求
の
問
題
と
関
連
し
て
、
旧
法
下
に
お
い
て
は
、
売
買
契
約
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
注

意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
法
の
も
と
で
は
、
売
買
契
約
に
お
い
て
、
売
主
が
契
約
を
履
行
し
、
か
つ
、
売
買
代
金
の
支
払

い
を
猶
予
し
た
場
合
に
は
、
解
除
権
は
排
除
さ
れ
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五

121
）

四
条
）。
こ
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
に
依
拠

し
て
第
二
委
員
会
に
よ
っ
て
導
入
さ

122
）

れ
た
。
委
員
会
は
次
の
よ
う
に

123
）

説
く
。
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売
主
が
売
買
契
約
を
履
行
し
、
売
買
代
金
の
支
払
い
を
猶
予
す
る
な
ら
ば
、
売
主
は
、
買
主
に
信
用
を
供
与
し
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
売
買
代
金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
に
売
買
目
的
物
の
返
還
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
買
主
は
、

給
付
さ
れ
た
売
買
目
的
物
を
消
費
、
加
工
、
あ
る
い
は
譲
渡
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
契
約
が
解
除
さ
れ
る
な
ら
ば
、
売
主
は

不
当
な
負
担
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
売
買
代
金
の
支
払
い
の
猶
予
は
、
解
除
権
の
放
棄
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
法
理
由
は
、
説
得
力
が
な
く
、
法
政
策
的
に
は
誤
り
で
あ
る
と
さ
れ
て

124
）

い
た
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ

民
法
旧
四
五
四
条
は
、
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

125
）

い
た
。

も
っ
と
も
、
売
主
の
先
給
付
は
、
一
種
の
信
用
の
供
与
で
あ
る
と
し
て
も
、
売
主
が
売
買
目
的
物
を
先
給
付
し
た
だ
け
で
は
、
ド
イ
ツ

民
法
旧
四
五
四
条
に
よ
っ
て
売
主
の
解
除
権
は
排
除
さ
れ
な

126
）

か
っ
た
。
売
買
代
金
の
支
払
猶
予
は
、
売
買
代
金
請
求
権
の
履
行
期
が
売
主

の
給
付
後
の
時
点
ま
で
延
期
さ
れ
る
場
合
に
認
め
ら

127
）

れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
｜

ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
四
条
は
ド
イ
ツ
普
通
商
法
三
五
四
条
に

由
来
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

｜
売
主
の
先
給
付
そ
れ
自
体
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
四
条
に
お
け
る
支
払
猶
予
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

㈤

小
括

改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
催
告
と
そ
こ
に
お
い
て
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
催

告
解
除
を
認
め
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
）。
催
告
解
除
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
は
、
双
務
契
約
一
般
に
適

用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
、
同
条
に
基
づ
く
解
除
に
も
そ
の
他
の
解
除
原
因
に
基
づ
く
解
除
と
同
じ
効
果
が
認
め
ら
れ
た

（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
七
条
、
旧
三
四
六
条
以
下
）。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
一
般
化
が
成
功
で
あ
っ
た
か
は
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
や
そ
こ
に
お
け
る
支
配
的
な
見
解
が
実
際
に

同
条
に
認
め
て
い
た
機
能
に
か
ん
が
み
る
な
ら
ば
、
疑
問
で
あ
る
。

同
条
は
、
双
務
契
約
一
般
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
売
買
契
約
に
お
い
て
だ
け
意

味
を
有
し
て

128
）

い
た
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
は
遅
滞
を
要
件
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
同
条
は
、
ま
だ
給
付
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に

適
用
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
一
部
給
付
の
よ
う
に
、
債
務
者
が
何
ら
か
の
給
付
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
同
条
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
。
し

か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
同
条
に
基
づ
く
期
間
設
定
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
給
付
に
つ
い
て
だ
け
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
債

務
者
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ
た
給
付
に
つ
い
て
は
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
務
者
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
給
付

が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
催
告
解
除
に
よ
る
契
約
全
体
の
清
算
や
な
さ
れ
た
給
付
の
受
戻
し
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

債
務
者
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
給
付
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
契
約
全
体
の
清
算
は
、
債
権
者
が
一
部
給
付
に
つ
い
て
何
ら
利
益
を
有

さ
な
い
場
合
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
三
文
、
旧
三
二
五
条
一
項
二
文
）、
瑕
疵
が
軽
微
で
な
い
場
合
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
九
条

一
項
二
文
）
あ
る
い
は
債
務
者
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
契
約
へ
の
拘
束
が
債
権
者
に
期
待
さ
れ
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
給
付
に
つ
い
て
だ
け
意
味
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
以
下
の
こ
と
が

注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
二
文
後
段
に
よ
れ
ば
、
債
務
の
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に

よ
っ
て
債
務
者
は
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
債
権
者
は
、
契
約
を
解
除
し
な
く
て
も
、
債
務
者
の
給
付
を
待
つ
こ
と
か

ら
解
放
さ
れ
た
。
ま
た
、
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
双
務
契
約
に
お
け
る
両

給
付
義
務
の
牽
連
性
に
基
づ
い
て
、
債
権
者
は
自
己
の
反
対
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
者
が
反
対
給
付
義
務
か
ら

解
放
さ
れ
る
た
め
に
契
約
を
解
除
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
債
権
者
が
ま
だ
自
己
の
反
対
給
付
を
行
っ
て
い
な
い
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場
合
に
は
、
解
除
は
意
味
を
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
催
告
解
除
は
、
債
権
者
が
自
己
の
反
対
給
付
を
す
で
に
行
っ
て
い
た
場
合
に
、
な
さ
れ
た
反
対
給
付
を
返
還
す
る
義
務
に
変
え

る
効
果
し
か
有
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四

現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
催
告
解
除

㈠

現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
解
除
法
の
発
展

二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
解
除
法
の
領
域
に
お
い
て
さ
ら
な
る
歩
み
を
進
め
た
。

解
除
一
般
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
ず
、
債
務
者
の
有
責
性
は
、
も
は
や
解
除
の
要
件
と
し
て
必
要
と
さ
れ

129
）

な
い
。
そ
の
た
め
、
債
務
者

の
遅
滞
は
、
も
は
や
解
除
の
要
件
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
債
務
者
が
給
付
を
せ
ず
、
ま
た
は
契
約
に
従
っ
た
給
付
を
し
な
い
場
合
に
、
債

権
者
が
違
反
さ
れ
た
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
、
そ
の
需
要
を
第
三
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
満
足
す
る
こ
と
が
、
債
務
者
の
有
責
性
の
欠
如
に

よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

130
）

よ
る
。

ま
た
、
現
行
法
は
、
解
除
の
効
果
を
約
定
解
除
お
よ
び
法
定
解
除
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
（
ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条

131
）

一
項
）、

し
か
も
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
を
重
畳
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る（
ド
イ
ツ
民
法
三
二

132
）

五
条
）。
つ
ま
り
、
旧
法
と
異

な
っ
て
、
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
は
排
除
さ
れ
な
い
。
旧
法
に
お
け
る
損
害
賠
償
と
解
除
と
の
選
択
（
ド
イ
ツ
民
法

旧
三
二
五
条
、
旧
三
二
六
条
）
は
、
債
権
者
が
性
急
な
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
積
極
的
利
益
の
賠
償
請
求
権
を
失
う
と
い
う
不
都
合
を

も
た
ら
し
た
の
で

133
）

あ
り
、
ま
た
、
損
害
賠
償
の
算
定
に
お
け
る
差
額
理
論
（D

ifferenztheorie

）
に
よ
っ
て
実
質
的
に
は
意
味
を
有
さ
な
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く
な
っ
て

134
）

い
た
。
損
害
賠
償
と
解
除
と
の
重
畳
適
用
が
認
め
ら
れ
た
結
果
、
債
権
者
は
、
解
除
に
よ
っ
て
自
己
の
反
対
給
付
義
務
を
除
去

し
、
瑕
疵
あ
る
給
付
を
受
戻
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
代
替
取
引
に
よ
っ
て
よ
り
高
い
価
格
で
目
的
物
を
調
達
し
た
り
、
適
時
に

給
付
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
っ
た
場
合
に
は
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
売
買
法
の
領
域
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
瑕
疵
担
保
責
任
に
お
け
る
解
除
（W

andelung

）
が
一
般
の
給
付
障
害
法
に
お
け
る

解
除
（R

uck
tritt

）
に
統
合
さ
れ
た
。

売
買
契
約
に
お
い
て
、
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
は
、
買
主
は
、
そ
れ
を
受
領
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
買
主
は
、
そ
の
受
領
を
拒

135
）

否
し
、

ド
イ
ツ
民
法
三
二

136
）

〇
条
に
従
っ
て
売
買
代
金
の
支
払
い
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
買
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
受
領
し
た
場
合
、
買
主
に

は
ド
イ
ツ
民
法
四
三
七
条
に
定
め
ら
れ
た
権
利
が
与
え
ら

137
）

れ
る
。
同
条
二
号
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
三
二
三
条
が
準
用
さ

138
）

れ
る
。
そ
の

結
果
、
買
主
は
、
ド
イ
ツ
民
法
三
二
三
条
に
従
っ
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
旧
法
の
も
と
で
は
、
物
の
瑕
疵
と
権
利
の
瑕
疵
と
は
、
異
な
る
規
律
に
服
し
て
い
た
が
、
た
し
か
に
現
行
法
に
お
い
て
も
、
そ

れ
ら
の
区
別
は
、
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
が（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
四
条
一
項
お
よ
び
四
三

139
）

五
条
）、
そ
れ
で
も
、
現
行
法
に
お
い
て

は
、
物
の
瑕
疵
と
権
利
の
瑕
疵
と
は
、
原
則
と
し
て
同
じ
規
律
に
服
す
る（
ド
イ
ツ
民
法
四
五
三
条

140
）

一
項
）た
め
、
そ
れ
ら
の
区
別
は
も
は

や
重
要
な
意
味
を
持
た

141
）

な
い
。

さ
ら
に
、
旧
法
の
も
と
で
は
、
瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
は
、
異

な
る
規
律
に
服
し
て
い
た
が
、
現
行
法
は
も
は
や
こ
れ
ら
を
区
別
し
な
い
。
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
は
、

瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
同
視
さ
れ
る（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
四
条

142
）

三
項
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
瑕
疵
あ
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合

と
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
異
な
る
物
が
給
付
さ
れ
た
場
合
と
の
困
難
な
区
別
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で

143
）

あ
る
。
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履
行
請
求
権
か
ら
の
解
放

双
務
契
約
に
お
い
て
、
債
務
者
が
そ
も
そ
も
給
付
を
な
さ
ず
、
ま
た
は
契
約
に
従
っ
て
給
付
を
し
な
い
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
反
対

給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る（
ド
イ
ツ
民
法
三
二
〇
条
）。
こ
の
場
合
、
契
約
関
係
は
存
続
し
、
債
権
者
は
、
依
然
と
し
て
履
行
請
求

権
に
拘
束
さ
れ
る
。
債
権
者
は
、
こ
の
状
況
を
解
除
に
よ
っ
て
初
め
て
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
法
の
も
と
で
は
、
債
権
者
は
、

契
約
を
解
除
し
な
く
て
も
、
履
行
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
履
行
請
求
権
か
ら
解
放
さ
れ
た
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二

六
条
一
項
二
文
後
段
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
解
除
権
は
、
原
則
と
し
て
期
間
の
徒
過
に
よ
っ
て
発
生
し（
ド
イ
ツ
民

法
三
二
三
条

144
）

一
項
）、
履
行
請
求
権
と
並
存

145
）

す
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
に
よ
っ
て
履
行
ま
た
は
追
完
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
期
間
が
徒
過
し

て
も
、
履
行
請
求
権
は
影
響
を
受
け
ず
、
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
初
め
て
排
除
さ
れ
る
の
で

146
）

あ
る
。

注（
60
）

な
お
、
一
部
給
付
も
契
約
に
従
っ
た
給
付
で
は
な
い
か
ら
、
債
権
者
は
、
そ
の
受
領
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
、
受
領
を
拒
否
し
て
も
原
則
と
し
て
受
領

遅
滞
に
は
な
ら
な
か
っ
た
（L
a
ren
z,
S
ch
u
ld
rech

t I,
14I;

M
ed
icu
s,
S
ch
u
ld
rech

t I,
R
d
n
r.
138,

429;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/K
ru
g
er,

266,
R
d
n
r.

18;
P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
266,

R
d
n
r.10.

）。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
は
、
債
権
者
が
給
付
を
履
行
と
し
て
受
領
し
た
場
合
に
だ
け
適
用

さ
れ
た
（M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
326,

R
d
n
r.
103;

P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
326,

R
d
n
r.
28.

）。

（
61
）

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
186;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
326,

R
d
n
r.
109;

P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
326,

R
d
n
r.
29.

（
62
）

な
お
、
債
権
者
は
、
解
除
に
よ
っ
て
、
未
履
行
部
分
の
割
合
に
応
じ
て
し
か
自
己
の
反
対
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
る
い
は
自
己
が
し
た
先
給
付
の

返
還
を
債
務
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
一
部
給
付
の
事
案
に
お
け
る
解
除
の
要
件
と
し
て
債
権
者
の
反
対
給
付
が
可
分
で
あ
る
こ
と
も
解
除

の
要
件
と
な
る
（R

G
Z
50,
143;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
181;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
326,

R
d
n
r.
104;

P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,

326,
R
d
n
r.
29.

）。
債
権
者
の
反
対
給
付
が
不
可
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
部
給
付
が
債
権
者
に
と
っ
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
場
合
に
だ
け
解
除
が
認
め
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ら
れ
た（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
三
文
、
旧
三
二
五
条
一
項
二
文
）。
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
も
債
権
者
が
未
履
行
部
分
の
給

付
を
待
つ
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
契
約
を
解
除
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
一
項
二
文
後
段
）。

（
63
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
325,

R
d
n
r.
127;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
325,

R
d
n
r.
121.

（
64
）

B
G
H
 
N
JW
1990,

3011;
1990,

2549;
B
G
H
 
W
M
1990,

2000.

（
65
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
325,

R
d
n
r.
127;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
325,

R
d
n
r.
122.

（
66
）

B
G
H
 
N
JW
1990,

3011.

（
67
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
五
九
条
「
物
の
売
主
は
、
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
物
が
そ
の
価
値
又
は
通
常
の
使
用
若
し
く
は
契
約
に

従
っ
て
予
定
さ
れ
て
い
た
使
用
に
対
す
る
適
性
を
消
滅
し
、
又
は
減
少
さ
せ
る
瑕
疵
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
価
値
又
は
適
性

の
軽
微
な
（u

n
erh
eb
lich
e

）
減
少
は
考
慮
し
な
い
。

売
主
は
、
物
が
危
険
の
移
転
時
点
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
。」

（
68
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
六
二
条
「
買
主
は
、（
旧
）
第
四
五
九
条
、（
旧
）
第
四
六
〇
条
に
従
っ
て
売
主
が
責
め
を
負
う
瑕
疵
に
基
づ
い
て
、
売
買
の
解
消

（
解
除
（W

a
n
d
elu
n
g

））
又
は
売
買
代
金
の
縮
減
（
減
額
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
69
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
六
七
条
「
約
定
解
除
権
に
関
す
る
（
旧
）
第
三
四
六
条
な
い
し
（
旧
）
第
三
四
八
条
、（
旧
）
第
三
五
〇
条
な
い
し
（
旧
）
第
三
五

四
条
、（
旧
）
第
三
五
六
条
の
規
定
は
、
解
除
（W

a
n
d
elu
n
g

）
に
準
用
す
る
。
た
だ
し
、（
旧
）
第
三
五
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
物
の
改
変
に
お
い
て
瑕

疵
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
解
除（W

a
n
d
elu
n
g

）は
排
除
さ
れ
な
い
。
売
主
は
、
買
主
に
対
し
、
契
約
費
用
も
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
の
規
定
は
、
解
除
（R

u
ck
tritt

）
の
効
果
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、K

a
iser

は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
主
た
る
適
用
領
域
は
、
解
除
（W

a
n
d
elu
n
g

）
に
お
い
て
で
あ
る
と
し
て
い
る
（K

a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
9.

）。

（
70
）

S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

13.
A
u
fl.,
(1995),

459,
R
d
n
r.
59;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/H
.
P
.
W
esterm

a
n
n
,
3.
A
u
fl.,
(1995),

459,
R
d
n
r.
27.

（
71
）

R
G
Z
70,85f.;129,283;131,351;B

G
H
Z
10,242;S

ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

459,R
d
n
r.59;M

u
n
ch
K
o
m
m
/H
.P
.W
esterm

a
n
n
,
459,R

d
n
r.

27.

（
72
）

R
G
 
JW
1907,

173;
1914,

827;
B
G
H
 
B
B
1957,

92.

（
73
）

K
G
 
N
JW
-R
R
1989,

972.

（
74
）

R
G
 
W
a
rn
R
1912,

N
r.
299.

（
75
）

R
G JW

1907,173;1914,827;B
G
H
 
B
B
1957,92;Ja

u
ern
ig
/V
o
llk
o
m
m
er,B

u
rg
erlich

es G
esetzb

u
ch
,9.A

u
fl.,(M

u
n
ch
en
,1999),

459,
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R
d
n
r.
17;
P
eters,

“P
ra
k
tisch

e P
ro
b
lem
e d
er M

in
d
eru
n
g b
ei K

a
u
f u
n
d W

erk
v
ertra

g
”,
B
B
1983,

S
.
1953;

M
o
n
t,
a
.
a
.
O
.,
S
.
75.

（
76
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
124;

S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

459,
R
d
n
r.
59.

ま
た
、E
rn
st

は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
九
条
一
項
二
文
の
制
限
は
、
実
際
に

は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
rn
st,
5.
A
u
fl.,
(2007),

323,
R
d
n
r.
243.

）。

（
77
）

B
G
H
 
N
JW
1979,

811.

こ
れ
に
対
し
て
、
鯨
肉
と
し
て
船
舶
の
積
荷
が
売
却
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
実
際
に
は
鮫
肉
で
あ
っ
た
場
合

（R
G
Z
99,147

）や
、
特
定
の
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
絵
画
と
し
て
売
却
さ
れ
た
絵
画
が
実
際
に
は
そ
の
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
場
合

（R
G
Z
135,339

）
に
は
、
そ
れ
は
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、M

ed
icu
s

は
、
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
、
他
の
船
の
積
荷
が
供
給

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
が
た
と
え
鯨
肉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
物
の
給
付
で
あ
る
と
し
て
い
る
（M

ed
icu
s,

S
ch
u
ld
rech

t II,
B
eso
n
d
erer T

eil,
10.
A
u
fl.,
(M
u
n
ch
en
,
2000),

R
d
n
r.
64.

）。

（
78
）

B
G
H
 
N
JW
1979,

811;
S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

459,
R
d
n
r.
25;
K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
35.

こ
れ
に
対
し
て
、K

ra
m
er

は
、
こ
の
場
合
に
も
瑕
疵

担
保
法
の
規
定
の
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
（K

ra
m
er,

“F
u
r
 
ein
e
 
g
ew
a
h
rleistu

n
g
srech

tlich
e
 
B
eh
a
n
d
lu
n
g
 
d
es
“Id
en
tita
ts-a
liu
d
””,

N
JW
1979,

S
.
2023.

）。

（
79
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
八
〇
条
「
種
類
に
従
っ
て
の
み
定
め
ら
れ
た
物
の
買
主
は
、
解
除
（W

a
n
d
elu
n
g

）
又
は
減
額
に
代
え
て
、
瑕
疵
あ
る
物
に
代
え

て
瑕
疵
の
な
い
物
の
給
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
請
求
権
に
は
解
除
（W

a
n
d
elu
n
g

）
に
関
す
る
（
旧
）
第
四
六
四
条
な
い
し
（
旧
）
第
四
六

六
条
、（
旧
）
第
四
六
七
条
第
一
文
お
よ
び
（
旧
）
第
四
六
九
条
、（
旧
）
第
四
七
〇
条
、（
旧
）
第
四
七
四
条
な
い
し
（
旧
）
第
四
七
九
条
の
規
定
が
準
用
さ

れ
る
。

物
が
、
危
険
が
買
主
に
移
転
す
る
時
点
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
性
質
を
欠
き
、
又
は
売
主
が
瑕
疵
を
悪
意
で
黙
秘
し
た
と
き
は
、
買
主
は
、
解
除（W

a
n
-

d
elu
n
g

）、
減
額
又
は
瑕
疵
の
な
い
物
の
給
付
に
代
え
て
、
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
80
）

E
sser,S

ch
u
ld
rech

t,B
d
.II,B

eso
n
d
erer T

eil,4.A
u
fl.,(K

a
rlsru

h
e,1971),

64III4;K
irch
h
o
ff,“D

er Ü
b
erg
a
n
g v
o
m
 
N
a
ch
lieferu

n
g
s-

u
n
d N
a
ch
b
esseru

n
g
sa
n
sp
ru
ch zu R

u
ck
tritt b

zw W
a
n
d
lu
n
g b
eim
 
K
a
u
f”,N

JW
1970,S

.2053;K
o
h
ler,“G

ru
n
d
fa
lle zu

m
 
G
ew
a
h
rleis-

tu
n
g
srech

t b
ei K

a
u
f,
M
iete u

n
d W

erk
v
ertra

g
”,
Ju
S
1979,

S
.
499;

B
letz,

“G
ew
a
h
rleistu

n
g u
n
d E
rfu
llu
n
g b
eim
 
G
a
ttu
n
g
sk
a
u
f”,

J u
ra
1987,

S
.
141.

（
81
）

K
irch
h
o
f,
a
.
a
.
O
.,
S
.
2052;

B
letz,

a
.
a
.
O
.,
S
.
141.

（
82
）

K
o
h
ler,
a
.
a
.
O
.,
S
.
499.

（
83
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
三
四
八
条
「
解
除
に
基
づ
く
当
事
者
の
義
務
は
、
引
き
換
え
で
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
旧
）
第
三
二
〇
条
、（
旧
）
第
三
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二
二
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。」

（
84
）

B
letz,

a
.
a
.
O
.,
S
.
140.

（
85
）

R
G
 
JW
1904,

198;
1905,

17;
R
G
Z
123,

212;
B
G
H
 
N
JW
1970,

1502;
1985,

2526;
L
a
ren
z,
L
eh
rb
u
ch
 
d
es S

ch
u
ld
rech

ts,
B
d
.
II,

B
eso
n
d
erer T

eil,H
b
.1,13.A

u
fl.,(M

u
n
ch
en
,1986),

41III;S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

480,R
d
n
r.10;M

u
n
ch
K
o
m
m
/H
.P
.W
esterm

a
n
n
,

480,
R
d
n
r.
6;
P
a
la
n
d
t /P
u
tzo
,
480,

R
d
n
r.
2.

（
86
）

こ
れ
に
対
し
て
、
買
主
が
解
除
（W

a
n
d
elu
n
g

）
ま
た
は
減
額
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
特
定
が
生
じ
、
も
は
や
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
二
六
条
の
適
用
の
余

地
は
な
く
な
る
（P

etersen
,
“Z
u
r A
n
w
en
d
b
a
rk
eit d

es
326 B

G
B
 
a
u
f d
en k

a
u
frech

tlich
en N

a
ch
lieferu

n
g
sa
n
sp
ru
ch
”,
Ju
ra
1998,

S
.

294.

）。

（
87
）

B
G
H
 
N
JW
1999,

2884.
こ
れ
に
対
し
て
、B

letz

は
、
む
し
ろ
、
支
配
的
な
見
解
に
よ
る
構
成
が
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
六
四
条
と
一
致
し
な
い
と
し
て
い

る
（B

letz,
a
.
a
.
O
.,
S
.
140.

）。

参
考
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
六
四
条
「
買
主
が
瑕
疵
を
知
り
な
が
ら
瑕
疵
あ
る
物
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
受
領
の
際
に
買
主
が
瑕
疵
に
基
づ
く
権
利
を
留
保

し
た
と
き
に
だ
け
、
買
主
は
、（
旧
）
第
四
六
二
条
、（
旧
）
第
四
六
三
条
に
定
め
ら
れ
た
請
求
権
を
有
す
る
。」

（
88
）

S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

480,
R
d
n
r.
10.

（
89
）

S
o
erg
el /H

u
b
er,
12.
A
u
fl.,
(1991),

480,
R
d
n
r.
31.

（
90
）

そ
れ
に
つ
い
て
、P

etersen
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
294.

を
参
照
。

（
91
）

P
a
la
n
d
t /P
u
tzo
,
480,

R
d
n
r.
2.

（
92
）

瑕
疵
あ
る
物
と
義
務
づ
け
ら
れ
た
物
と
は
異
な
る
物
と
の
区
別
に
つ
い
て
、M

ed
icu
s

は
、
特
定
物
売
買
に
お
け
る
基
準
、
す
な
わ
ち
、
売
却
さ
れ
た
物
と

給
付
さ
れ
た
物
と
の
同
一
性
は
、
種
類
物
売
買
に
お
い
て
は
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（M

ed
icu
s,
S
ch
u
ld
rech

t II,
R
d
n
r.
79.

）。
そ
し
て
、

給
付
さ
れ
た
物
が
注
文
さ
れ
た
物
と
か
な
り
異
な
る
た
め
に
、
売
主
が
買
主
の
承
認
が
得
ら
れ
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
瑕
疵
あ
る
物

の
給
付
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
八
〇
条
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

（
93
）

L
a
ren
z,
S
ch
u
ld
rech

t II,
41III;

M
ed
icu
s,
S
ch
u
ld
rech

t II,
R
d
n
r.
79;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/H
.
P
.
W
esterm

a
n
n
,
480,

R
d
n
r.
2,
5;

S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

480,
R
d
n
r.
4.

（
94
）

S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

480,
R
d
n
r.
4.
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（
95
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
四
〇
条
第
一
項
「
売
主
が
（
旧
）
第
四
三
三
条
な
い
し
（
旧
）
第
四
三
七
条
、（
旧
）
第
四
三
九
条
に
従
っ
て
負
う
義
務
を
履
行
し

な
い
と
き
は
、
買
主
の
権
利
は
、（
旧
）
第
三
二
〇
条
な
い
し
（
旧
）
第
三
二
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
定
ま
る
。」

（
96
）

S
ta
u
d
in
g
er /K

o
h
ler,

440,
R
d
n
r.
13;
P
a
la
n
d
t /P
u
tzo
,
440,

441,
R
d
n
r.
1;
M
o
n
t,
a
.
a
.
O
.,
S
.
51.

（
97
）

積
極
的
債
権
侵
害
概
念
の
成
立
に
つ
い
て
、M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
204ff.

を
参
照
。

（
98
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
253;

P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
276,

R
d
n
r.
113.

（
99
）

B
G
H
Z
11,
80;
B
G
H
 
N
JW
1989,

2115;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
278;

P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
276,

R
d
n
r.
123.

（
100
）

B
G
H
Z
11,
80(84).

（
101
）

B
G
H
Z
23,
198;

59,
104;

B
G
H
 
N
JW
1969,

975;
1972,

99;
B
G
H
 
W
M
1977,

220;
1982,

208;
1984,

561;
B
G
H
 
M
D
R
1970,

319;
B
G
H

 
N
JW
-R
R
1996,

949;
1996,

1108;
M
u
siela

k
,
“L
eistu

n
g
ssto
ru
n
g
en b
eim
 
S
u
k
zessiv

lieferu
n
g
sv
ertra

g
-
B
G
H
,W
M
1977,220”,Ju

S
1979,

S
.
101;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
a
.
a
.
O
.,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
283;

P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
276,

R
d
n
r.
124;

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
10;
M
o
n
t,

a
.
a
.
O
.,
S
.
52.

（
102
）

B
G
H
Z
11,
80.

さ
ら
に
、M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
283.

も
参
照
。

（
103
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
283;

Ja
k
o
b
s,
U
n
m
o
g
lich
k
eit,
S
.
47ff.

ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
は
、
不
完
全
履
行
の
事

案
を
一
部
不
能
の
事
案
と
し
て
捉
え
て
い
た
（M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,R

d
n
r.282.

）。
そ
の
た
め
、E

m
m
erich

は
、
積
極
的
債
権
侵

害
の
事
案
に
お
け
る
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
や
契
約
全
体
の
解
除
の
要
件
に
対
す
る
問
い
の
答
え
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
〇
条
二
項
お
よ
び
旧

三
二
五
条
一
項
二
文
か
ら
直
接
帰
結
さ
れ
る
と
し
て
い
る
（M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,R

d
n
r.282.

）。
し
た
が
っ
て
、
期
待
不
可
能
性
の

判
断
に
と
っ
て
、
客
観
的
に
考
察
し
て
債
務
者
の
契
約
違
反
に
よ
っ
て
債
権
者
の
さ
ら
な
る
契
約
の
実
行
へ
の
利
益
が
消
滅
し
た
か
否
か
が
重
要
と
な
る
と

し
て
い
る
（M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
282.

）。

（
104
）

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
209,

211.

（
105
）

B
G
H
 
W
M
1976,

1111.

（
106
）

B
G
H
 
M
D
R
1967,

660.

（
107
）

B
G
H
 
N
JW
1969,

975.

（
108
）

B
G
H
 
M
D
R
1961,

224.

（
109
）

B
G
H
Z
11,
80;
S
o
erg
el /R

.
S
ch
m
id
t,
10.
A
u
fl.,
(1967),

326,
R
d
n
r.
49;
E
rm
a
n
/B
a
ttes,

H
a
n
d
k
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
u
rg
erlich

en
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G
esetzb

u
ch
,
B
d
.
I,
6.
A
u
fl.,
(M
u
n
ster,

1975),
326,

R
d
n
r.
43,
73;
L
a
ren
z,
S
ch
u
ld
rech

t I,
11.
A
u
fl.,
(1976),

24I.
（
110
）

B
G
H
 
W
M
1977,

220;
1984,

1375;
B
G
H
 
N
JW
1977,

35;
1978,

260;
1978,

416;
1981,

679;
1981,

1264;
1982,

2316;
1983,

1188;
M
u
siela

k
,

a
.
a
.
O
.,
S
.
101f.;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
287;

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
10.

こ
れ
に
対
し
て
、
債
務
者
が
も
は
や
任
意
に
履
行

し
な
い
場
合
、そ
の
他
の
事
由
か
ら
期
間
内
に
履
行
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
確
実
な
場
合
あ
る
い
は
債
権
者
が
遅
れ
た
履
行
に
利
益
を
有
さ
な
い
場
合
に
は
、

期
間
設
定
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
（M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
V
o
r
275,

R
d
n
r.
287;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
206ff.;

K
a
iser,

a
.
a
.

O
.,
S
.
10.

）。

（
111
）

B
G
H
 
W
M
1977,

S
.
220(221).

（
112
）

B
G
H
 
N
JW
1978,

260.

（
113
）

こ
の
こ
と
は
、
現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
付
随
義
務
の
違
反
に
基
づ
く
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
請
求
（
ド
イ
ツ
民
法
二
八
二
条
）
や
契
約
全
体
の

解
除
（
ド
イ
ツ
民
法
三
二
四
条
）
に
関
す
る
規
律
が
旧
法
下
で
の
議
論
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
（D

a
u
n
er-L
ieb
,

A
n
w
a
ltk
o
m
m
en
ta
r B
G
B
,B
d
.2:S

ch
u
ld
rech

t,T
eilb
a
n
d 1:

241 b
is 610,(B

o
n
n
,2002),

324,R
d
n
r.2;M

o
n
t,a
.a
.O
.,S
.52;M

u
th
ers,

D
er R

u
ck
tritt v

o
m
 
V
ertra

g
,
(N
o
m
o
s.
2008),

S
.
159.

）。

参
考
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
八
二
条
「
債
務
者
が
第
二
四
一
条
第
二
項
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
に
よ
る
給
付
が
債
権
者
に
も
は
や
期
待
さ

れ
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
第
二
八
〇
条
第
一
項
の
要
件
の
も
と
で
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
二
四
条
「
双
務
契
約
に
お
い
て
、
債
務
者
が
第
二
四
一
条
第
二
項
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
、
契
約
へ
の
拘
束
が
債
権
者
に
も
は

や
期
待
さ
れ
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
114
）

Ja
k
o
b
s

は
、
売
主
が
先
給
付
し
た
事
案
に
お
い
て
解
除
に
基
づ
く
給
付
の
返
還
請
求
を
認
め
た
こ
と
が
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
に
と
っ

て
実
質
的
な
改
革
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（Ja

k
o
b
s,G
esetzg

eb
u
n
g
,S
.58f.

）。
も
っ
と
も
、
旧
法
に
お
い
て
は
、
解
除
の
効
果
は
、
解
除
に
つ
い
て
一

般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
約
定
解
除
の
効
果
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
四
六
条
以
下
）
が
法
定
解
除
に
準
用
さ
れ
て
い
た
（
ド
イ
ツ
民
法
旧
三

二
七
条
）。

（
115
）

L
eser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
131f.;

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
70,
84ff.

（
116
）

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
86.

（
117
）

K
isch
,
“D
er S
ch
a
d
en
sersa

tz w
eg
en N

ich
terfu

llu
n
g b
ei g
eg
en
seitig

en V
ertra

g
en
”,
Jh
erJb

44(1902),
S
.
95f.
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（
118
）

R
G
Z
50,
255;

B
G
H
Z
20,
338;

B
G
H
 
N
JW
1994,

3351;
1998,

1079;
1999,

3115;
S
ch
o
ller,

“D
er S
ch
a
d
en
sersa

tz w
eg
en N

ich
terfu

llu
n
g

 
b
ei g
eg
e n
seitig

en V
ertra

g
en n
a
ch d
em
 
B
.
G
.
B
.”,
G
ru
ch
o
t44(1900),

S
.
625;

d
ers,
G
ru
ch
o
t45,
S
.
524;

S
ta
ffel,

“Z
u
r E
rla
u
teru
n
g d
er

325,
326B

.
G
.
B
.”,
A
cP
92(1902),

S
.
468ff.;

M
ein
ck
e,
a
.
a
.
O
.,
S
.
31;
T
eu
b
n
er,
G
eg
en
seitig

e V
ertra

su
n
treu
e,
R
ech
tsp
rech

u
n
g u
n
d

 
D
o
g
m
a
tik zu

m
 
A
u
ssch
lu
ß
v
o
n R
ech
ten n

a
ch eig

en
em
 
V
ertra

g
sb
ru
ch
,
(T
u
b
in
g
en
,
1975),

S
.
40;
L
a
ren
z,
S
ch
u
ld
rech

t I,
23IIb

;

G
ern
h
u
b
e r,
D
a
s S
ch
u
ld
v
erh
a
ltn
is,
B
eg
ru
n
d
u
n
g u
n
d Ä
n
d
eru
n
g
,
P
flich

ten u
n
d S
tru
k
tu
ren
,
D
rittw

irk
u
n
g
en
,
(T
u
b
in
g
en
,
1989),

13II5a
;
S
o
erg
el /W

ied
em
a
n
n
,
326,

R
d
n
r.
69;
W
erten

b
ru
ch
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
191;

S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
326,

R
d
n
r.
154;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/

E
m
m
erich

,
326,

R
d
n
r.
93;
P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
326,

R
d
n
r.
24.

こ
の
よ
う
に
、
債
務
者
の
給
付
義
務
が
消
滅
し
た
場
合
に
、
双
務
契
約
に
お
け
る
両
給
付
義
務
の
牽
連
性
に
基
づ
い
て
債
権
者
の
反
対
給
付
義
務
も
そ
の

時
点
に
お
い
て
自
動
的
に
消
滅
す
る
、
と
い
う
理
解
は
、
給
付
不
能
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
給
付
の
不
能
が
債
務
者
の
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
に
、
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
す
る
（
そ
れ
に
つ
い
て
、
三
（
二
）
を
参
照
）。
そ
し
て
、

債
権
者
の
反
対
給
付
義
務
は
、
債
務
者
の
給
付
不
能
に
よ
っ
て
自
動
的
に
消
滅
す
る
（S

ch
o
ller,

G
ru
ch
o
t45,

S
.
524ff.;

S
ta
ffel,

a
.
a
.
O
.,
S
.
468ff.;

T
eu
b
n
er,
a
.
a
.
O
.,
S
.
37ff.;

B
ra
u
n
,
Ju
S
1988,

S
.
215;

S
o
erg
el /W

ied
em
a
n
n
,
325 ,

R
d
n
r.
24;
S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
325,

R
d
n
r.
28;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
m
m
erich

,
325,

R
d
n
r.
22,
24;
P
a
la
n
d
t /H
ein
rich
s,
325,

R
d
n
r.
7.

）。
そ
の
た
め
、
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法

旧
三
二
五
条
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
の
給
付
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
も
、
債
権
者
は
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
な
く
、
反
対
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
遅
滞
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
の
場
合
に
も
、
債
権
者
は
、
解
除
に
よ
っ
て
反
対
給
付
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
と
す
る
見
解

も
主
張
さ
れ
て
い
た
（K

isch
,
Jh
erJb

44,
S
.
89f.;

K
isch
,
D
ie W

irk
u
n
g
en d

er n
a
ch
tra
g
lich ein

treten
d
en U

n
m
o
g
lich
k
eit d

er E
rfu
llu
n
g

 
b
ei g
eg
en
sei tig

en V
ertra

g
en n

a
ch d

en B
u
rg
erlich

en G
esetzb

u
ch fu

r d
a
s D
eu
tsch
e R
eich
,
(Jen
a
,
1900),

S
.
132;

H
a
d
d
in
g
,
“D
ie

 
R
ech
tsw
irk
u
n
g
en b
eid
erseits zu v

ertreten
d
er U

n
m
o
g
lich
k
eit d

er L
eistu

n
g
”,
A
cP
168(1968),

S
.
163;

L
a
ren
z,S
ch
u
ld
rech

t I,
22IIa

;

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
86.

）。

（
119
）

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
70.

（
120
）

K
a
iser,

a
.
a
.
O
.,
S
.
70.

（
121
）

ド
イ
ツ
民
法
典
旧
第
四
五
四
条
「
売
主
が
契
約
を
履
行
し
、
か
つ
、
売
買
代
金
の
支
払
い
を
猶
予
し
た
と
き
は
、（
旧
）
第
三
二
五
条
第
二
項
お
よ
び
（
旧
）

第
三
二
六
条
に
定
め
ら
れ
た
解
除
権
は
、
売
主
に
帰
属
し
な
い
。」

（
122
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
s.
775.
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（
123
）

M
u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
775f.

（
124
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/H
.
P
.
W
esterm

a
n
n
,
454,

R
d
n
r.
1;
S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

454,
R
d
n
r.
1.

（
125
）

M
u
n
ch
K
o
m
m
/H
.
P
.
W
esterm

a
n
n
,
454,

R
d
n
r.
1;
S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

454,
R
d
n
r.
2;
P
a
la
n
d
t /P
u
tzo
,
454,

R
d
n
r.
1.

な
お
、
現
行

法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
四
条
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
126
）

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
四
五
四
条
に
よ
る
解
除
権
の
排
除
は
、
売
主
が
自
己
の
義
務
を
完
全
に
（R

G
Z
50,
138.

）
あ
る
い
は
重
要
な
部
分
を
（M

u
n
ch
-

K
o
m
m
/H
.
P
.
W
esterm

a
n
n
,
454,

R
d
n
r.
3;
P
a
la
n
d
t /P
u
tzo
,
454,

R
d
n
r.
4.

）
履
行
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
た
。

（
127
）

R
G
Z
50,
138;

83,
181;

M
u
n
ch
K
o
m
m
/H
.
P
.
W
esterm

a
n
n
,
454,

R
d
n
r.
6;
S
ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

454,
R
d
n
r.
12.

単
に
事
実
上
与
え
ら
れ

た
温
情
は
、
売
買
代
金
の
支
払
猶
予
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
金
銭
調
達
の
た
め
の
期
間
が
譲
歩
さ
れ
た
場
合
に
も
売
買
代
金
の
支
払
猶
予
が
な
さ
れ
た
と
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
（S

ta
u
d
in
g
er /H

o
n
sell,

454,
R
d
n
r.
12.

）。
ま
た
、
買
主
が
商
品
を
受
け
取
っ
て
初
め
て
代
金
を
支
払
う
と
い
う
合
意
も
猶
予
と
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（R

G
 
S
eu
ffA
79,
N
r.
66.

）。

（
128
）

そ
れ
に
つ
い
て
、
前
注
（
14
）
を
参
照
。
ま
た
、
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
典
の
起
草
者
た
ち
も
、
解
除
の
準
則
を
売
買
お
よ
び
交
換
に
お
い
て
だ
け
意
味
を

有
す
る
と
考
え
て
い
た
（M

u
g
d
a
n
,
a
.
a
.
O
.,
S
.
641.

）。

（
129
）

C
a
n
a
ris,
S
ch
u
ld
rech

tsm
o
d
ern
isieru

n
g 2002,

(M
u
n
ch
en
,
2002),

S
.
X
V
II;
S
ch
u
lz,
“L
eistu

n
g
ssto
ru
n
g
srech

t”,
in
:
D
a
s S
ch
u
ld
rech

t
 

2002,
S
y
stem

a
tisch

e D
a
rstellu

n
g d
er S
ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
,
(S
tu
ttg
a
rt

・M
u
n
ch
en

・H
a
n
n
o
v
er

・B
erlin

・W
eim
a
r

・D
resd
en
,
2002),

S
.
90;
S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
N
eu
a
rb
eitu
n
g 2004,

(2004),
323,

R
d
n
r.
B
4;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
rn
st,
323,

R
d
n
r.
46;
P
a
la
n
d
t /G
ru
n
eb
erg
,
69.

A
u
fl.,
(2010),

323,
R
d
n
r.
1;
A
n
w
k
/D
a
u
n
er-L
ieb
,
323,

R
d
n
r.
4;
B
a
m
b
erg
er /R

o
th
/G
ro
th
e,
K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
B
u
rg
erlich

en
 

G
esetzb

u
ch
,
B
d
.
I,
(
1
610),

2.
A
u
fl.,
(M
u
n
ch
en
,2007),

323,R
d
n
r.9;M

ed
icu
s /L
o
ren
z,S
ch
u
ld
rech

t I,18.A
u
fl.,(2008),R

d
n
r.477;

M
u
th
ers,

a
.
a
.
O
.,
S
.
63.

（
130
）

C
a
n
a
ris,
a
.
a
.
O
.,
S
.
X
V
II;
M
ed
icu
s,
S
ch
u
ld
rech

t I,
15.
A
u
fl.,
(2004),

R
d
n
r.
502.

（
131
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
四
六
条
第
一
項
「
契
約
当
事
者
の
一
方
が
契
約
上
解
除
を
留
保
し
、
又
は
法
定
解
除
権
が
そ
の
者
に
帰
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解

除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領
し
た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
収
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
132
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
二
五
条
「
双
務
契
約
に
お
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
は
、
解
除
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
。」

（
133
）

そ
れ
に
つ
い
て
、C

a
n
a
ris,
a
.
a
.
O
.,
S
.
766f.

を
参
照
。

（
134
）

V
g
l.
H
u
b
er,
“L
eistu

n
g
ssto
ru
n
g
en
”,
in
:
G
u
ta
ch
ten u

n
d V
o
rsch
la
g
e zu
r Ü
b
era
rb
eitu
n
g d
es S
ch
u
ld
rech

ts,
B
d
.
I,
(K
o
ln
,
1981),

S
.
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713ff.
（
135
）

も
ち
ろ
ん
、
買
主
は
、
受
領
を
拒
否
し
て
も
、
受
領
遅
滞
に
は
な
ら
な
い
（F

ik
en
tsch
er /H

ein
em
a
n
n
,
10.
A
u
fl.,
(2006),

R
d
n
r.
856.

）。

（
136
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
二
〇
条
「
双
務
契
約
に
基
づ
い
て
義
務
を
負
う
者
は
、
反
対
給
付
が
な
さ
れ
る
ま
で
自
己
が
義
務
を
負
う
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
先
給
付
の
義
務
を
負
う
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
給
付
が
数
人
に
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
反
対
給
付
の
全
部
が
な

さ
れ
る
ま
で
各
人
に
給
付
す
べ
き
部
分
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
七
三
条
第
三
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
。

当
事
者
の
一
方
が
一
部
だ
け
給
付
し
た
と
き
は
、
拒
絶
が
諸
般
の
事
情
、
と
り
わ
け
給
付
が
な
さ
れ
な
い
部
分
の
割
合
が
僅
少
で
あ
る
た
め
に
、
信
義
誠

実
に
反
す
る
限
り
、
反
対
給
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

（
137
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
三
七
条
「
物
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
以
下
の
規
定
の
要
件
が
存
在
し
、
か
つ
、
別
段
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
買
主
は
次

の
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
四
三
九
条
に
従
っ
て
追
完
履
行
を
請
求
す
る
こ
と

二

第
四
四
〇
条
、
第
三
二
三
条
及
び
第
三
二
六
条
第
五
項
に
従
っ
て
契
約
を
解
除
し
、
又
は
第
四
四
一
条
に
従
っ
て
売
買
代
金
を
減
額
す
る
こ
と

三

第
四
四
〇
条
、
第
二
八
〇
条
、
第
二
八
一
条
、
第
二
八
三
条
及
び
第
三
一
一
条
ａ
に
従
っ
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
又
は
第
二
八
四
条
に
従
っ
て
無
駄

に
な
っ
た
費
用
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と

（
138
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
二
三
条
「
双
務
契
約
に
お
い
て
、
債
務
者
が
履
行
期
に
給
付
を
な
さ
ず
、
又
は
契
約
に
従
っ
て
給
付
を
し
な
い
場
合
に
、
債
権
者
が

債
務
者
に
相
当
の
期
間
を
定
め
て
給
付
若
し
く
は
追
完
を
請
求
す
る
も
、
そ
の
期
間
内
に
給
付
若
し
く
は
追
完
が
な
さ
れ
な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
、
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
場
合
に
は
期
間
の
設
定
は
必
要
で
な
い
。

一

債
務
者
が
給
付
を
真
摯
か
つ
最
終
的
に
拒
絶
す
る
と
き

二

債
務
者
が
契
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
又
は
期
間
内
に
給
付
を
な
さ
ず
、
か
つ
、
債
権
者
が
契
約
に
お
い
て
給
付
に
つ
い
て
の
利
益
の
存
続
を
給

付
が
適
時
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
結
び
付
け
た
と
き

三

両
当
事
者
の
利
益
を
考
量
し
て
即
時
の
解
除
を
正
当
化
す
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
き

義
務
違
反
の
種
類
に
よ
れ
ば
、
期
間
の
設
定
が
考
慮
さ
れ
な
い
と
き
は
、
催
告
（A

b
m
a
h
n
u
n
g

）
が
そ
れ
に
代
わ
る
。

解
除
要
件
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
給
付
の
履
行
期
前
で
あ
っ
て
も
、
債
権
者
は
、
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

債
務
者
が
一
部
給
付
を
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
一
部
給
付
に
つ
い
て
何
ら
利
益
を
有
さ
な
い
と
き
だ
け
、
債
権
者
は
、
契
約
全
体
を
解
除
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
債
務
者
が
契
約
に
従
っ
て
給
付
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
義
務
違
反
が
軽
微
な
（u

n
erh
eb
lich

）
と
き
は
、
債
権
者
は
、
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

債
権
者
が
解
除
を
正
当
化
す
る
事
情
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
若
し
く
は
主
と
し
て
責
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
債
権
者
が
受
領
遅
滞
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
が
生
ず
る
と
き
は
、
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

（
139
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
三
四
条
第
一
項
「
物
が
危
険
移
転
の
際
に
合
意
さ
れ
た
性
質
を
有
す
る
と
き
は
、
物
に
瑕
疵
は
な
い
。
性
質
が
合
意
さ
れ
て
い
な
い

限
り
、
以
下
の
場
合
に
は
物
に
瑕
疵
は
な
い
。

一

物
が
契
約
に
従
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
適
す
る
場
合

二

物
が
通
常
の
使
用
に
適
し
、
か
つ
、
同
種
の
物
が
通
常
有
し
、
か
つ
、
買
主
が
物
の
種
類
に
従
っ
て
期
待
し
う
る
性
質
を
有
す
る
場
合

第
二
文
第
二
号
に
従
っ
た
性
質
に
は
、
買
主
が
、
売
主
、
製
造
者（
製
造
物
責
任
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
）又
は
そ
の
補
助
者
の
公
の
表
示
に
従
っ

て
、
と
り
わ
け
広
告
又
は
物
の
特
定
の
性
質
に
つ
い
て
の
表
示
に
お
い
て
期
待
し
う
る
性
質
も
属
す
る
。
た
だ
し
、
売
主
が
、
そ
の
表
示
を
知
ら
ず
、
か
つ
、

知
る
べ
き
で
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
契
約
締
結
時
に
同
様
の
方
法
で
訂
正
さ
れ
た
場
合
、
又
は
そ
れ
が
売
買
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
三
五
条
「
第
三
者
が
、
物
に
関
し
て
、
買
主
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
売
買
契
約
に
お
い
て
引

き
受
け
ら
れ
た
権
利
し
か
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
権
利
の
瑕
疵
は
な
い
。
登
記
簿
に
存
在
し
な
い
権
利
が
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
物
の

瑕
疵
と
同
視
さ
れ
る
。」

（
140
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
五
三
条
第
一
項
「
物
の
売
買
に
関
す
る
規
定
は
、
権
利
お
よ
び
そ
の
他
の
目
的
物
の
売
買
に
準
用
す
る
。」

（
141
）

も
っ
と
も
、
消
滅
時
効
に
関
し
て
、
権
利
の
瑕
疵
は
、
物
の
瑕
疵
に
対
し
て
長
期
の
消
滅
時
効
に
服
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
八
条
一
項
）。

（
142
）

ド
イ
ツ
民
法
典
第
四
三
四
条
第
三
項
「
売
主
が
異
な
る
物
又
は
過
少
の
数
量
を
給
付
し
た
と
き
は
、
物
の
瑕
疵
と
同
視
さ
れ
る
。」

（
143
）

C
a
n
a
ris,
a
.
a
.
O
.,
S
.
X
X
II.

（
144
）

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
三
二
三
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
の
も
と
で
は
、
期
間
設
定
に
お
い
て
給
付
の
受
領
拒
絶
の
威
嚇
は
も
は
や
必
要
な
い
（
ド
イ
ツ

民
法
三
二
三
条
一
項
）（C

a
n
a
ris,
a
.
a
.
O
.,
S
.
207f.;

S
ch
u
lz,
a
.
a
.
O
.,
S
.
48f.,

91.

）。

（
145
）

旧
法
と
の
対
比
に
お
い
て
明
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、S

ch
u
lz,
a
.
a
.
O
.,
S
.
48f.,

91;
A
n
w
k
/D
a
u
n
er-L
ieb
,
323,

R
d
n
r.
14;
B
a
m
b
erg
er /

R
o
th
/G
ro
th
e,
323,

R
d
n
r.
31;
S
ta
u
d
in
g
er /O

tto
,
323,

R
d
n
r.
D
1,
D
12.

さ
ら
に
、M

u
n
ch
K
o
m
m
/E
rn
st,
323,

R
d
n
r.
45,
143;

P
a
la
n
d
t /

G
ru
n
eb
erg
,
323,

R
d
n
r.
33;
M
ed
icu
s /L
o
ren
z,
S
ch
u
ld
rech

t I,
R
d
n
r.
488,

497;
M
u
th
ers,

a
.
a
.
O
.,
S
.
207.

も
参
照
。
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（
146
）

も
ち
ろ
ん
、
不
能
の
事
案
に
お
い
て
は
、
旧
法
と
同
じ
く
、
給
付
の
不
能
に
よ
っ
て
債
務
者
の
給
付
義
務
は
消
滅
す
る
（
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
）。

し
か
も
、
現
行
法
の
も
と
で
は
、
給
付
不
能
が
債
務
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
に
、
給
付
の
不
能
に
よ
っ
て
履

行
請
求
権
は
排
除
さ
れ
る
（C

a
n
a
ris,
a
.
a
.
O
.,
S
.
X
If.;
S
ch
u
lz,
a
.
a
.
O
.,
S
.
25;
M
u
th
ers,
a
.
a
.
O
.,
S
.
207;

M
ed
icu
s /L
o
ren
z,
S
ch
u
ld
rech

t
 

I,
R
d
n
r.
412;

S
ta
u
d
in
g
er /L

o
w
isch
/C
a
sp
ers,

N
eu
a
rb
eitu
n
g 2009,

(2009),
275,

R
d
n
r.
2,
3;
M
u
n
ch
K
o
m
m
/E
rn
st,

275,
R
d
n
r.
56;

P
a
la
n
d
t /G
ru
n
eb
erg
,
2 75,

R
d
n
r.
5;
A
n
w
k
/D
a
u
n
er-L
ieb
,
275,

R
d
n
r.
4;
B
a
m
b
erg
er /R

o
th
/U
n
b
era
th
,
275,

R
d
n
r.
60.

も
っ
と
も
、

K
o
h
ler

は
、
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
二
七
五
条
一
項
に
お
け
る
「
誰
に
と
っ
て
も
」
不
能
で
あ
る
場
合
に
だ
け
当
て
は
ま
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
同
条
項
に

お
け
る
「
債
務
者
に
と
っ
て
」
不
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
現
行
法
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
民
法
二
七
六
条
一
項
に
従
っ
た
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が

な
い
場
合
に
だ
け
給
付
義
務
か
ら
の
解
放
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（K

o
h
ler,
“B
estritten

e L
eistu

n
g
su
n
m
o
g
lich
k
eit u

n
d ih
r Z
u
v
ertreten

-

h
a
b
en b

ei
275 B

G
B
 
P
ro
zessla

g
e u
n
d m
a
terielles R

ech
t”,
A
c P
205(2005),

S
.
118f.,

122f.

）。

参
考
）
ド
イ
ツ
民
法
典
第
二
七
五
条
第
一
項
「
給
付
が
債
務
者
に
と
っ
て
又
は
誰
に
と
っ
て
も
不
能
で
あ
る
限
り
、
給
付
請
求
権
は
排
除
さ
れ
る
。」（

未
完
）

※
本
稿
は
、
平
成
二
一
年
度
〜
平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）、
課
題
番
号21730068

）（
研
究
代
表
・
遠
山
純
弘
）
お
よ
び
小
樽
商
科

大
学
地
域
研
究
会
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
地
域
経
済
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

※
前
回
の
欧
文
サ
マ
リ
ー
（
北
研
四
五
巻
一
号
六
五
〇
頁
）
を
次
の
よ
う
に
訂
正
致
し
ま
す
。

誤
）

II 3.a
)
T
eilleistu

n
g

↓

正
）

II 3.(1)
D
ie T

eilleistu
n
g

 
II 3.b

)

↓

II 3.(2)
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